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【今までの裁判闘争の経過】 
寳田都子さんが、2017（平成 29）年１月 25 日に高松地裁に提

訴した「休業補償給付不支給処分取消請求事件」は、2020(令和 2)

年 6 月 16 日に「原告の請求をいずれも棄却する」判決が言い渡さ

れました。この判決を不服とし、弁護団と協議して 2020（令和 2）

年 6 月 26 日に高松高裁に控訴し、裁判闘争を継続しています。 

今回は、控訴審第３回(証人尋問)となり、今年 1 月 14 日の控訴

審第 2 回(口頭弁論)に続くものですが、控訴人(原告側)から要請

した重要な証人の招致が認められ、証人尋問が行われます。 

前回までに、控訴人(原告側)からは、「第１審判決の①精神障害の業務起因性の判

断枠組みの問題点、②カレンダー記載の時間外労働時間の信用性を否定した問題点、

③経営者から受けた心理的負荷の評価にかかる問題点」を指摘し、第 1 審判決の取消

を求めた「控訴理由書」と「証拠説明書・証拠書類(甲 82～85 号証)」。重用な証人の

尋問を申し出る「証拠申出書と控訴理由補充書(1)」「証拠説明書と証拠書類(甲 86～

87 の 2 号証)」。被控訴人の「答弁書」に対する反論や、申し送りメモとカレンダー

記載の労働時間の信用性を説明する「控訴理由補充書(2)」「証拠説明書と証拠書類(甲

88～113 号証)」を提出し、口頭弁論で陳述しています。 

被控訴人（国側）からは、「控訴理由書」の主張を全面的に否定し、控訴棄却を求

める「答弁書」と控訴理由補充書（１）、（２）に対する反論の「第１準備書面・上

申書・証拠説明書・証拠書類(乙 46～56 号証)」が提出され、同じく口頭弁論で陳述し

ています。 

【控訴審第３回(証人尋問)の内容】 

今回(控訴審第 3 回(証人尋問))は、今まで 

に控訴人（原告側）と被控訴人（国側)から裁 

判所に提出した準備書面の主張や証拠書類のう 

ち、「どちらの内容が真実か？」を明らかにす 

る証人尋問であり、控訴審の最重要局面です。 

証人は、寳田さんと同時期に勤務された方で、 

実際の勤務状況や職場のパワハラの実態が明ら 

かとなり、控訴人(原告側)の主張や証拠の正当 

性が明確に示されると想定されます。 

証人尋問は、控訴人（原告側）だけでなく、 

被控訴人（国側）や裁判官も行うため長時間の 

公判となり、被控訴人（国側）から「証人の心 

を苛む」質問も予想され、参加の皆様から「証 

人への心からの支援」と「被控訴人(国側)への 

厳しい視線」をお願いします。 

※ 裏面の「報告集会」の案内もご確認の上、ご参加ください。 

「寳田裁判を支援する会」 
2021/3/15 裁判傍聴者用資料 

事務局：〒760-0073 
香川県高松市栗林町 2-14-39 
昭和ビル 3 階(香川県医労連内) 

  ☎   087-862-6657 
  FAX 087-862-6699 



｢寳田裁判を支援する会｣への入会・カンパ等のお願い 
「支援する会」への入会(年会費で 10 月更新)や、裁判所宛要請署名

の更なる集約、並びに裁判闘争支援募金のカンパにも、ご協力をお願

い致します。 

 

◇「支援する会」会費：個人会費 1 口 1000 円/年 

            団体会費 1 口 3000 円/年 

◇「裁判支援募金」：１口 3000 円～5000 円を目安に、 

          100 円でも 1000 円でも協力をお願いします。 

 

  ※「署名用紙」は、団体・個人用とも報告集会受付にあります。 

 

◇会費・募金の振込先の口座情報 

◎四国労働金庫  支店名：本店営業部 

 口座番号：4266169 

          名義：寳田裁判を支援する会 会長 田村瑞敏 

                  

◎ゆうちょ銀行  支店番号：638  

口座：記号 16380 番号 20373311 

          名義：寳田裁判を支援する会 

 

◎ゆうちょ銀行（振替口座）口座記号番号：01630-3-43331 

名義：寳田裁判を支援する会 

 

(一般金融機関から「ゆうちょ銀行 振替口座」へ振り込む場合) 

      店名：一六九 店番：169 当座番号：0043331 

      名義：寳田裁判を支援する会                  

＝｢報告集会｣のお知らせ＝ 
予定時間：受付開始 16 時 30 分～、 

※ 集会は、寳田さんと弁護士が到着しだいに開始します。 

※ 集会は、18 時までに終了する予定。 

実施場所：丸亀町レッツ・カルチャールーム１・２ 

(丸亀町壱番街東館 4 階奥) 

注意事項： 

・裁判所駐車場は、17 時 15 分以降は閉鎖されます。 

・駐車された方は、周辺の有料駐車場に移動を!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


